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　後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険
加入者の保険税の算定方法が平成 20 年度から変わ
ります。これまで保険税は、医療分と介護分（40
～ 65 歳のかた）とを併せた税となっていましたが、
平成 20 年度から新たに「後期高齢者支援金」も併
せた保険税となります。

　国民健康保険税は旧 1市 3町（深谷市・岡部町・
川本町・花園町）の税率による不均一課税でしたが、
平成 20 年度から「統一課税」となります。課税限
度額についても統一されます。

保 険 年 金 課☎ 574 － 6641　　岡部市民環境課☎ 585 － 2213
川本市民環境課☎ 583 － 2783　　花園市民環境課☎ 584 － 1122問い合わせ

医療分（課税限度額 47万円）
［所得割］　（前年総所得金額－基礎控除額）× 5.2％
［資産割］　平成 20年度固定資産税額× 35.0％

（都市計画税を除く）
［均等割］　加入者数× 8,000 円
［平等割］　1世帯　15,500 円

特別徴収
年金から納めていただきます

普通徴収
口座振替や納付書で納めていただきます

介護保険料と合わせた保険料額が年金額の２分の１を超えていますか？

あなたの年齢はいくつですか？

世帯内の国民健康保険の被保険者のかた
全員が65～ 74歳ですか？

スタート 1年間に受け取る年金額は18万円以上ですか？

64歳までの世帯主 65～ 74歳までの世帯主

はい

はい

従来の算定方法 新しい算定方法

医療分
（加入者全員）

介護分
（40～64歳）

医療分
（0～ 74歳）

介護分
（40～64歳）

後期高齢者
支援金分

（0～ 74歳）

後期高齢者支援金分（課税限度額 12万円）
［所得割］　（前年総所得金額－基礎控除額）× 2.7％
［均等割］　加入者数× 4,000 円

介護分（課税限度額 9万円）
［所得割］　（前年総所得金額－基礎控除額）× 1.0％
［均等割］　加入者数× 6,000 円

 ③ 65 ～ 74歳の国民健康保険に加入する世帯主のかたは、原則、保険税が年金から引かれます

※国民健康保険に加入する 65 ～ 74 歳までの世帯主のかたで、上の図の特別徴収に当てはまる場合は、
平成 20年 10 月に支給される年金から国民健康保険税を納めていただくことになります。

いいえ

 ④ 75 歳以上（一定の障害のあるかたは 65歳以上）のかたと同居する国民健康保険の加入者のか
たは、保険税の「軽減」を受けることができます

■ 75歳以上のかたが国民健康保険以外の健康保険から「後期高齢者医療制度」に移行し、
その被扶養者（65～ 74歳）が国民健康保険に加入する場合

■ 75歳以上のかたが「後期高齢者医療制度」、75歳未満のかたが国民健康保険に加入の場合
⑴国民健康保険税の軽減を受けている世帯
　世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます

例 平成 20年 3月まで

夫妻ともに国民健康保険に加入
夫（77歳）　　妻（71歳）

夫妻 世帯の保険税 軽減

平成 20年 4月から

夫：「後期高齢者医療制度」に加入
妻：引き続き「国民健康保険」に加入

国民健康保険
妻 保険税 軽減

後期高齢者医療制度
夫 保険料 軽減

所得に応じて軽減 5年間今までと同じ軽減

⑵国民健康保険税が軽減対象外で、国民健康保険の加入者が 1人となる世帯
　5年間、世帯ごとにご負担いただく保険税が半額になります

平成 20年 3月まで

夫妻ともに国民健康保険に加入
夫（77歳）　　妻（71歳）

例

国民健康保険
夫 所得割 妻 所得割

資産割 資産割

均等割 均等割

世帯別平等割

平成 20年 4月から

夫：「後期高齢者医療制度」に加入
妻：引き続き「国民健康保険」に加入

後期高齢者医療制度 国民健康保険
夫

保険料

妻 所得割

資産割

均等割

世帯別平等割

平成 20年 3月まで

夫（77歳）：会社の健康保険に加入
妻（71歳）：その被扶養者

例

会社の健康保険など
夫 保険料あり 妻 保険料なし

平成 20年 4月から

夫：「後期高齢者医療制度」に加入
妻：「国民健康保険」に加入

後期高齢者医療制度 国民健康保険
夫

保険料

妻 所得割

資産割

被保険者均等割

世帯別平等割

5 年間半額

２
年
間
負
担
な
し

平成 20年度から国民健康保険税国民健康保険税  がが  大きく変わります!!大きく変わります!!

2 年間半額

保険年金課窓口で申請が必要です !!
2 年間は被保険者 1人当たりの負担額（均等
割）が半額に、さらに被保険者（旧被扶養者）
が 1人の場合は、世帯別平等割も 2年間半額

 ① 保険税の算定に「後期高齢者支援金」が追加  ② 保険税が「統一課税」に


